
　　　建築計画概要書の閲覧方法について、インターネットを利用した

　　　検索、申請が可能な『金沢市建築計画概要書等閲覧システム』の

　　　運用を令和８年３月下旬より開始します

　　システムを利用することで

　　ご利用イメージ

　　・窓口での申請は従来どおり行います

　　・台帳記載事項証明の申請は別途電子申請サービスでの申請が必要です

　　・建築計画概要書の閲覧申請及びデータ受領に費用はかかりません

　　・ご不明な点、ご質問は下記問い合わせ先まで

建築計画概要書の
閲覧方法が変わります！

問い合わせ先

金沢市広坂１丁目１番１号

金沢市役所 建築指導課 指導係

TEL：076-220-2326

自宅、職場から検索・申請が可能

窓口への来庁不要

金沢市役所 建築指導課


